
登録手順（新規登録）

全国子ども連合会ホームページ 下にスクロールし、
「安全共済会ネット加入」をクリック 「新規登録」をクリック 連絡用メールアドレスの登録

メールに届いたURLをクリック
項目に沿って子ども会の情報を入力 ログイン 追加ボタンをクリックして加入者登録
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加入者情報の登録

①氏名
②性別 ※

③年齢（４月１日現在の年齢）※
④自動で選択されます

⑤４月１日現在の年齢が３歳以下の幼児が加入する場合は、保護者の登録が必要です。
 先に保護者を登録すると、「保護者１」で選択ができるようになります。

⑥備考欄は、
 ３人目以降の保護者、複数の子ども会に入会、等の情報入力、
 登録後３０日以降の情報変更（詳しくはp.７ ）
 等にご活用ください。

入力が終わったら「保存」

 ※ジェンダーフリー推進、個人情報取り扱いの観点から、性別、大人の年齢の記入は任意となります。
  ネット加入の場合は、システム変更中のため、大人の年齢は概ねの年齢でご入力ください（令和７年度対応予定）。

①

②

③

④

⑤

⑥
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年間行事の登録

上のタブから「年間行事」をクリック

「行事登録」をクリックして行事追加

①年月を選択
②予定日を選択
 日付が決まっていれば数字を選択
 決まっていなければ「上旬」「中旬」「下旬」を選択
③予定人数を入力
④会場名を入力

⑤行事・活動名を入力

①

②

③

④

⑤
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日常定例活動の登録
上のタブから「日常定例活動」をクリック

「定例活動登録」をクリックして行事追加

①おおむねの日程を入力
 「７月後半～８月後半」「１１月」等

②行事名・活動名を入力

①

②
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提出書類 ※掛金、県子連会費の納入は、文化センター窓口にて現金で支払いをお願いいたします。

「様式06 共済掛金等報告書（p.６）」を記入し、玉村町子育連に提出。
共済掛金等報告書の提出は、メール（kouminkan@town.tamamura.lg.jp）又はFAX（0270-65-5200）でも可

安全共済会ホームページでダウンロード
又は玉村町子育連事務局（文化センター）にも用意があります。

様式０６（次頁）の「２ 今回加入者の登録日」に記入
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登録情報の変更 ※ネット加入の場合、システムで変更をしていただければ、変更届の提出や玉村町子育連への連絡は不要です。

○加入者情報の変更
 登録後３０日以内・・・ 登録者の番号（青）をクリック、直接入力して修正
 登録後３０日以降・・・ 登録者の番号（茶）をクリック、「備考欄」に変更前後の内容を入力（例:氏名を○○から△△へ変更）し、

画面上方にある「お問合せフォーム」をクリックして変更内容について連絡

○年間行事情報の変更
 年間行事の追加・変更は行事実施日の前日までです。
 （実施日の登録が「上旬」の場合は前月末日まで、「中旬」の場合は当月１０日まで、「下旬」の場合は当月２０日まで）
 行事実施日以降の変更は、追加で行事登録をしてください。
 ※Ｒ６年度より、行事の予定日、人数、会場の変更・確定は報告不要になりました。
  行事の追加、行事名の変更は、前日までに必ず変更・登録をしてください。
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更新手続き

p.1「登録手順（新規登録）」ログイン 登録画面右上「昨年度データの移行」をクリック

昨年度のID・パスワードを入力 内容を確認し、新年度の内容に修正・追記してください。
年齢・種別は自動的に変更されます。
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スマートフォンでの手続き

※手続きの流れはパソコンと同じです。
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